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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認秋田地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

厚生年金関係 1 件



                      

  

秋田厚生年金 事案 1225 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間について、申立人は、その主張する標準賞与額（申立期間①

は 40 万円、申立期間②は 65 万 9,000 円、申立期間③は 86 万円）に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人の申立期間に係る標準賞与額を申立期間①は 40 万

円、申立期間②は 65 万 9,000 円、申立期間③は 86 万円に訂正すること

が必要である。 

なお、事業主が申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を納付する義務を履行したか否かについては、申立期間①は明らかで

ないと認められ、申立期間②及び③は履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年４月 30 日 

         ② 平成 17 年４月 28 日 

         ③ 平成 20 年７月 18 日 

    

    

私が所持する預金通帳等で、申立期間①から③までの賞与が会社か

ら振り込まれていることが確認できるが、厚生年金保険の記録となっ

ていないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が保管する申立期間①に係る賞与の振込

金額が確認できる預金通帳、及びＡ健康保険組合が保管する株式会社Ｂ

に係る申立人の記録から、申立人は、平成 15 年４月 30 日において、賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額（40 万円）に基づく厚生年金

保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は、納付したとしているが、これを確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 



                      

  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当

たらないことから、行ったとは認められない。 

申立期間②及び③について、株式会社Ｂが保管する賃金台帳により、

申立人は、当該期間において、賞与の支払を受け、その主張する標準賞

与額（申立期間②は 65 万 9,000 円、申立期間③は 86 万円）に基づく厚

生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間②及び③に係る厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は、申立期間②及び③に係る賞与

支払届を提出しておらず、保険料を納付していないことを認めているこ

とから、社会保険事務所は、申立期間②及び③の保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 1226 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間について、申立人は、その主張する標準賞与額（92 万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、申立人の申立期間に係る標準賞与額を、92 万円に訂

正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年７月 18 日 

株式会社Ａから平成 20 年７月に支給された賞与の記録が漏れてい

る。 

私が所持する賞与支給明細書では確かに厚生年金保険料が控除され

ているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支給明細書及び株式会社Ａが保管する賃金

台帳により、申立人は、平成 20 年７月 18 日において、賞与の支払を受

け、その主張する標準賞与額（92 万円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を提出しておらず、保

険料を納付していないことを認めていることから、社会保険事務所（当

時）は、申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 



                      

 

秋田厚生年金 事案 1227               

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：   

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和 56 年 10 月１日から 60 年 10 月１日まで 

② 昭和 61 年 10 月１日から 62 年 10 月１日まで 

私が勤務していたＡ株式会社は、申立期間当時は成長期であったので

毎年昇給していたはずである。 

申立期間①及び②の標準報酬月額が長期間変わっていないことに納得

できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間当時は毎年昇給していたはずである。申立期間①

及び②の標準報酬月額が長期間変わっていないことに納得できない。」と

主張している。 

しかしながら、申立人は、申立期間当時の給料支払明細書等の資料を所

持していない上、Ａ株式会社は、「当時の賃金台帳等の資料が無いため、

申立人の申立期間の報酬月額及び厚生年金保険料控除額は不明である。」

と回答しており、申立人の申立期間①及び②の報酬月額及び厚生年金保険

料控除額について確認することができない。 

また、オンライン記録によると、Ａ株式会社では申立期間①及び②当時、

厚生年金保険の被保険者が申立人を含む 25 人（取締役３人を除く。）で

あったところ、申立期間①では、期間内の標準報酬月額に変更が無い者が

２人、減額した時期がある者が 17 人みられ、申立期間②では、期間内の

標準報酬月額に変更が無い者が 22 人みられることを踏まえると、申立期

間①及び②当時、同社の社員の標準報酬月額は必ずしも年々増額していた

わけではなかったことがうかがえる。 

 



                      

  

さらに、同僚のうちの一人が所持する昭和 57 年１月から 62 年 12 月ま

での給料支払明細書を基にして試算した同人の標準報酬月額は、同人のオ

ンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

加えて、上記の同僚の給料支払明細書から、毎年４月に昇給があったこ

とが確認できるものの、同人の標準報酬月額は、申立期間①では期間内に

減額した時期があり、申立期間②では変更がみられない。これは、標準報

酬月額は毎年、当時の算定対象月である５月から同年７月までの期間の総

収入額の平均を基にして、同年 10 月から翌年９月までの１年間の標準報

酬月額を「定時決定」する仕組みであったところ、給料支払明細書から、

５月から７月までの月当たりの超過勤務手当が他の月に比較して少なかっ

たことにより、標準報酬月額が減額したり、変わらなかったりしているも

のであり、複数の同僚は、「３月の期末過ぎの数か月は、超過勤務が少な

かった。」と述べている。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①及び②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 


